
奈良県景観住民協定認定制度

町並みを生かした景観づくり、はじめませんか。

皆さんの景観づくりを
支援するため、景観住民協定の

認定・公表を行います。
詳しくは・・・

みんなでルールを作ってまちづくりしませんか。

例えば・・・歴史的な景観とともに暮らしたい！！

◇屋根は瓦屋根にしよう
◇建物の１階は格子窓にしよう

宇陀市大宇陀周辺

奈良県景観・環境局風致景観課 TEL：0742-27-8756
E-mail: fuchi@office.pref.nara.lg.jp

◇建物の１階は格子窓にしよう
◇外壁は白系、黒系、茶系でまとめよう奈良県の景観づくり 検索


